
消防活動用空地等の設置指導基準 

 

１ 趣旨 

  この基準は、春日井市開発行為等に関する指導要綱第 22 条第２項に定める

建築物及び国、普通地方公共団体並びにその他の公共団体が建設する高さが

10ｍを超える建築物に対するはしご車、屈折はしご車（以下「はしご車等」

という。）の進入路及び消防活動に必要な空地等の設置指導に関して必要な事

項を定めるものとする。 

 

２ 用語 

 ⑴ 消防活動用空地とは、災害発生時にはしご車等が建築物に接近し、活動 

するときに、はしご車等の性能を十分に発揮するために、専用に設けた空 

地をいう。 

 ⑵ 取付道路とは、はしご車等進入路、消防活動用空地及び乗入れ施設に接 

した車道をいう。 

 ⑶ はしご車等進入路とは、取付道路から消防活動用空地までのはしご車等 

  が進入できる通路をいう。 

⑷ 消防隊進入口とは、建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 126

条の６に規定する非常用の進入口及び同条第２号に規定する非常用の進入

口に代わる開口部並びに消防活動上有効な開口部（春日井市消防同意等審

査基準 第４無窓階の取扱い２⑶に定める「大型開口部」をいう。）をいう。 

⑸ 高さが 10ｍを超える建築物とは、地盤面から軒高までの高さが 10ｍを超

えるもの（平屋建てを除く。）をいう。なお、傾斜地の場合においては、一

番低い地盤面からが 10ｍを超える建築物をいう。 

 

３ 消防活動用空地等 

  消防活動用空地等については、次に適合するものとする。 

 ⑴ はしご車等進入路 

  ア はしご車等進入路の有効幅員は、取付道路とはしご車等進入路の幅員

に応じ、別表１に揚げる幅員を確保すること。ただし、別図１に基づき



隅切の切り取り線と取付道路のなす角度及び切り取り線とはしご車等進

入路のなす角度が等しく、かつ、切り取り線の長さを２ｍ以上設けた場

合は、別表１に示すはしご車等進入路の幅員の数値から１ｍを減じた数

値とすることができる。 

イ 進入路が前アの幅員を確保できない場合は、別表２に掲げるはしご自

動車の諸元により、進入に必要な幅員を算定し、当該幅員を確保するこ

と。なお、この場合、軌跡図等を消防本部に提出し、はしご自動車等の

進入できる幅員が確保されていることを確認できるようにすること。 

ウ はしご車等進入路の縦断勾配は、12％以下とすること。 

  エ はしご車等進入路の構造は、総重量 22ｔのはしご車等が走行するに十 

分な強度を有すること。 

  オ はしご車等進入路の最小幅員は、3.5ｍ以上とすること。 

  カ はしご車等進入路には、くぐり等を設けないこと。やむを得ずくぐり 

   等を設ける場合はその直下の地盤面から４ｍ以上の高さを確保すること。 

 ⑵ 消防活動用空地 

  ア 消防活動用空地の形状は、原則として幅６ｍ以上、長さ 12ｍ以上とし、

建物との間隔は別図２に基づき設置すること。また、消防本部が保有す

るはしご車等の作業範囲を考慮し、消防本部と協議の上、設置位置を決

定すること。 

イ 消防活動用空地を取付道路に接して設置する場合は、別図３に示すよ

うにはしご車等が進入可能な隅切りを設けること。 

  ウ 消防活動用空地の設置間隔は、原則として 40ｍ以下で、かつ、消防隊

進入口の設置位置を考慮し、消防活動が有効に活動できる位置とする

こと。 

  エ 消防活動用空地の縦・横断勾配は、８％以下とすること。 

  オ 消防活動用空地の構造は、原則としてはしご車等進入路の構造に準じ、   

かつ、はしご車等活動時のジャッキ荷重（1.005Ｎ／ｍｍ２）に耐える構

造とすること。ただし、アスファルトコンクリート又はセメントコンク

リート以外のもので施工しようとするときは、これらと同等以上の強度

を確認することができる設計計算書及び構造等により協議し設置するこ



と。 

  カ 消防活動用空地の地下には、ガス管、水道管等の工作物を埋設しない

こと。また、消防活動用空地内にマンホール等設けないこと。 

  キ 消防活動用空地と建築物の間及びその周辺の上空には、はしご車等の

活動の支障となる工作物等を設置しないこと。 

 ⑶ 規制標識 

   消防活動用空地には、当該防火対象物の住民等に災害時のはしご車等の

活動する場所を認識させるため、別図４に示す規制標識を設置すること。 

 ⑷ 規制標示 

   消防活動用空地には、前⑶の他に別図５－１から別図５－３に示す規制

標示を設置すること。ただし、消防活動用空地が他の用途と区別できる場

合はこの限りではない。 

 

４ 消防活動空地等の実施確認等 

  消防本部は施工者等と調整後、消防署とともに、はしご車等進入路及び消

防活動用空地にはしご車等を乗り入れ、着てい等の実地確認を実施する。こ

の場合、消防活動用空地の規制標識及び表示の設置について合わせて検査す

るものとする。 

 

５ 消防活動用空地等の維持管理 

  建築物の所有者は、消防活動用空地等を常時使用できる状態に維持・管理

すること。 

 

６ 消防活動用空地の設置緩和等 

 ⑴ 高さ 10ｍを超える建築物において、最上階で別図６により三連はしごが

消防隊進入口の下端に届く範囲においては、消防活動用空地を設置しない

ことができる。 

⑵ 敷地や道路状況により、はしご車等の進入路及び消防活動用空地の形状

が基準どおり設置できない場合は、はしご車等の進入及び接梯に支障のな

い程度まで減ずることができる。 



⑶ 敷地や道路状況により、消防活動用空地が設置できない場合等で、次の

いずれかの代替措置を講じた場合は、消防活動用空地を設けないことがで

きる。なお、代替措置の優先順位はアからエとおりとする。 

ア ５階建て以下の建築物で屈折はしご車が活動できる空地（幅 4.00ｍ 

長さ 10.00ｍ）を設置する。なお、この場合、３⑶に規定する規制標識を

設置すること。 

  イ 上下操作式の避難器具を設置する。この場合、ハッチの開口部の大き

さは 700ｍｍ角以上とすること。 

ウ 自動火災報知設備を設置して早期避難させる。この場合、原則設置す

る感知器は煙式とすること。 

エ 建築基準法で必要な直通階段以外に屋外階段を設置する。 

⑷ 前⑶に基づき消防活動用空地を設置しない場合は、別紙「消防活動用空

地未設置理由書」を提出すること。 

 

７ その他 

 ⑴ 既存の活動用空地については、従前の基準のとおりとする。なお、改修  

等によるときは、本基準により指導するものとする。 

 ⑵ この指導基準は、令和８年３月１日から運用する。 

経 過 

                     平成 9 年 1 月 1 日施行 

                     平成14年10月 1 日一部改正 

                     平成24年 9 月 1 日一部改正 

                     令和８年３月１日一部改正 

 

 

 

 



別表１   取付道路の幅員とはしご車等進入路の幅員との関係 

取付道路の幅員（ｍ） はしご車等進入路の幅員（ｍ） 

4.0 以上  4.5 未満 13.0 以上 

4.5 以上  5.0 未満 12.0 以上 

5.0 以上  5.5 未満 11.0 以上 

5.5 以上  6.0 未満 10.0 以上 

6.0 以上  6.5 未満 9.0 以上 

6.5 以上  7.0 未満 8.0 以上 

7.0 以上    8.0 未満 7.0 以上 

8.0 以上    9.0 未満 6.5 以上 

9.0 以上  6.0 以上 

 

別表２  はしご車の諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 45ｍ級 

Ａ ホイルベース 6.35ｍ 

Ｂ フロントオーバーハング 2.09ｍ 

Ｃ 車   幅 2.50ｍ 

Ｄ 
ｆ フロントトレッド 2.06ｍ 

ｒ リヤートレッド 1.86ｍ 

Ｅ 最小回転半径 8.40ｍ 

Ｌ 全   長 10.91ｍ 

Ｘ 外周の半径 10.20ｍ 

Ｙ 内周の半径 3.32ｍ 

Ｈ 車   高 3.6ｍ 

Ｗ 車両総重量 21,840 ㎏ 
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別図１ 隅切配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図２ 消防活動用空地の設置基本図 
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別図３ 取付道路に接する場合の隅切配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図４ 消防活動用空地の規制標識詳細図 

１ 標識版 
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２ 壁体取付型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 支柱取付型（支柱２本による取付、詳細図省略） 

 

 

別図５－１ 消防活動用空地の規制標示配置図 
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別図５―２ 消防活動用空地の規制標示詳細図 
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 別図５―３ 消防活動用空地の規制標示詳細図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図６ 三連はしごの有効範囲 
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         消防活動用空地未設置理由書 

 

                        令和  年  月  日 

 

（あて先）春日井市消防長  

                    建築主 

                    住 所 

                     

                    氏 名          印 

 

  春日井市開発行為等に関する指導要綱第 22 条に定める消防活動用空地の設

置が困難であります。よって、次のとおり代替措置を講じますので、消防活動

用空地の免除をお願いいたします。  

 

１ 防火対象物所在地 

 

 

２ 防火対象物名称 

 

 

３ 未設置理由 

 

 

４ 代替処置 

  

別紙 


